
Ⅳ 低炭素社会に向けた森林資源の整備・活用と林業・山村の再生

（１）条件不利未整備森林の早期解消等による森林吸収源対策の一層

の推進

【森林整備事業・治山事業 ３１７，２４２(２６７，８８５）百万円】

【美しい森林づくり推進国民運動の展開 １，５２３(１，４３３）百万円の内数】

対策のポイント
低炭素社会の実現に不可欠な森林吸収源対策の一層の推進に向け、間伐等の

森林整備が進みにくい条件不利森林の早期解消に向けた取組等の充実を図り

ます。また、国民ニーズを捉えた美しい森林づくりを推進します。

（森林吸収源対策を取り巻く現状）

・森林吸収目標１３００万炭素トンの達成に必要な間伐を進めるため、必要な財源の確保、

地方負担、個人負担の軽減に取り組んでいます。

間伐等促進法が本年５月に施行されました （追加的な間伐等への地方債の特例措置）・ 。

・平成１９年より、間伐量を急増（従来水準に比して１．６倍の規模）させて取組んでいる

ことから、対策が後年度になるほど条件が不利な場所が残されると見込まれます。

政策目標
① ２００７年～２０１２年の６年間で３３０万haの間伐を実施し間伐の遅れを解消

② １００年先を見据え、広葉樹林化、長伐期化、針広混交林化等多様な森林づくり

を推進

京都議定書第１約束期間（２００８年から２０１２年）における

森林吸収目標１３００万炭素トンの達成

＜内容＞

１．条件不利森林等解消緊急対策

充実内容１ 公的主体への定額助成により条件不利地の未整備な森林の効率的な解

消を図ります。

森林の立地、森林所有者の特性等において条件が不利な森林を対象に行う間伐等

について、定額助成方式により支援します。

条件不利森林公的整備緊急特別対策事業（森林・林業・木材産業づくり交付金）

４，０００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体、森林整備法人等



充実内容２ 境界が不明確なため間伐が進んでいない地域への本格支援策を導入し

ます。

森林境界を明確化する取組を定額助成方式で支援することによって、間伐実施の

目途が立たなかった森林の集約化と間伐の実施を推進します。

【森林境界明確化促進事業 １，０００（０）百万円】

【森林整備地域活動支援交付金 ７，０４７（７，２４７）百万円の内数】

充実内容３ 間伐の推進に不可欠な路網の整備を効果的・効率的に進めます。

特定間伐等促進計画に基づき路網整備を実施する場合、森林施業計画に基づく場

合と同様に先行・一括整備を可能とし、特定間伐等の推進を図ります。また、地方

財政措置を充実します。

【特定間伐等の促進のための路網整備の推進（森林環境保全整備事業等 （公共））

６６，０３３（５５，３７６）百万円の内数】

【地方財政措置要望（総務省 】）

充実内容４ 現場実態に応じた柔軟な助成を行います。

施業が放棄され間伐遅れとなり過密化した森林について、適切な森林整備が実施

されるよう措置します。また、小面積森林の間伐を特定間伐等促進計画に基づき推

進します。

過密化した森林の適切な整備等の推進（育成林整備事業等 （公共））

３６，３７６（２８，７１１）百万円の内数

補助率：３／１０等

事業実施主体：地方公共団体、森林組合等

充実内容５ 山村地域において、きめ細やかな治山対策を推進します。

奥地山村集落周辺の荒廃した保安林において、背後に山がせまる傾斜地に人家が

点在するなどの山村地域の立地条件に応じたきめ細やかな治山対策と地域住民等の

参画による効果的な森林の整備を推進し、水源林の整備等の促進を図ります。

水源の里保全緊急整備事業（公共） ８００（０）百万円

補助率：１／２等

事業実施主体：国、都道府県

２．森林所有者負担軽減を実現する効率的な間伐等の推進

充実内容６ 提案型集約化施業の拡大に取り組みます。

提案型集約化施業を的確に実施できる体制を有する事業体に対して、提案型集約

化施業の実施に必要なノウハウの蓄積、リスクの軽減を支援します。

【提案型集約化施業経営支援事業 ５００（０）百万円】

【施業集約化・供給情報集積事業 ６１３（５９２）百万円】

充実内容７ 高性能林業機械の導入や路網の整備を進めます。

高性能林業機械の購入やリースによる導入を支援するとともに、高性能林業機械

を使った効率的な作業に必要な研修を支援します。また、路網の整備等の条件整備

を推進し、効率的な間伐の実施を図ります。

【森林・林業・木材産業づくり交付金 １２，６５３（９，６９２）百万円の内数】

【がんばれ！地域林業サポート事業 １００（１００）百万円】



【緑の雇用担い手対策事業 ６，６７０（６，７００）百万円】

充実内容８ 間伐材等の利用を推進します。

間伐により発生する木質資源の安定的な確保及び燃料用等への利用に対する支援

を通じて、間伐と木質資源の利用を一体的に進めるモデルを構築します。また、都

市の資本を含む社会全体の協働により、間伐材等の原燃料としての利用を推進しま

す。

【木質資源利用ニュービジネス創出事業 ５７３（５７３）百万円】

【社会的協働による山村再生対策構築事業 ５００（０）百万円】

３．美しい森林づくり推進国民運動の展開

昨年設立された「美しい森林づくり全国推進会議」や各地域で順次立ち上がりつ

つある民間推進組織とも連携を図りつつ、間伐等の推進についての国民世論の形成

と現場への働きかけを強化するなど運動の展開を図ります。

（１）不在村森林所有者への働きかけの強化

「ふるさと森林会議」の開催や司法書士と森林組合との連携に加え、森林施業

への網羅的な働きかけを強化します。

施業集約化・供給情報集積事業 ６１３（５９２）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

（２）企業やＮＰＯ等の森林づくり活動への支援の推進

企業やＮＰＯ等の森林づくりをサポートする活動や、地域住民等が参画する森

林の整備等を支援します。

美しい森林づくり活動推進事業 ２０９（２５２）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

（３）地域の森林づくりの推進役となる林業後継者の確保

経営感覚に優れた森林所有者の養成、山村地域の小・中学生を対象とした体験

学習の実施を通じた林業後継者の確保を図ります。

林業後継者活動支援事業 １２１（９１）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（４）国有林野の利用による森林環境教育の推進

農山漁村における体験活動と連携し、国有林野において森林・林業に関する体

験学習のためのフィールドの整備及びプログラムの作成を実施します。

森林・林業体験交流促進対策（特会） ８２（０）百万円

事業実施主体：国



４ 「美しい森林づくり」に向け国民ニーズを踏まえた森林づくりの推進．

（１）花粉発生源対策の推進

花粉症対策苗木の先駆的な生産手法の普及やヒノキ雄花の観測手法の開発等に

新たに取り組みます。また、花粉の少ない森林への転換を引き続き促進します。

【広域連携優良苗木確保対策のうち森林力増強苗木生産事業 ４１（０）百万円】

【スギ・ヒノキ花粉発生源地域推定事業 ４５（０）百万円】

（２）森林病害虫、鳥獣被害対策の推進

環境に配慮した松くい虫被害対策を推進します。また、ナラ枯れ被害の防除戦

略策定技術の開発や鳥獣被害軽減に資する生息環境としての森林管理対策を推進

します。

【森林病害虫等防除事業費補助金 ７４４（７４４）百万円】

【ナラ枯れ被害の総合的防除技術高度化調査 ２０（１０）百万円】

【野生鳥獣被害対策の観点からの生息環境としての森林管理技術開発事業

１０（０）百万円】

【野生鳥獣との共存に向けた生息環境等整備モデル事業（特会）

１２９（０）百万円】

５．国際協力の推進

（１）国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）を通じて、熱帯地域住民の森林経営への参加支援

や普及・指導員の育成等を行うことにより、違法伐採対策を推進します。

熱帯林減少・劣化抑止のための違法伐採対策推進事業 １２６（０）百万円

事業実施主体：国際熱帯木材機関

（２）森林減少対策の具体的活動支援や、衛星画像等を活用した森林減少・劣化の把握

技術の開発、人材育成等に取り組みます。

森林減少防止のための途上国取組支援事業 ４５（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［担当課：林野庁計画課 （０３－３５０１－３８４２（直 ］））



・「漁場保全の森づくり事業」 １００（１００）

・森林整備事業 １，９２６（１，６２６） １１８．４％

・治山事業 １，２４６（１，０５３） １１８．４％

森林吸収源対策の一層の推進［平成２１年度概算要求］

・「農業用水水源地域保全整備事業」 ５０（５０）

・対策が３年目を迎える中で、間伐が進みにくい条件不利森林の残存防止・
早期解消に向けた対策が必要（個人負担、地方負担の軽減にも寄与）

・水源の里保全緊急整備事業 ８（０）【新規】

・地方財政措置

・美しい森林づくり基盤整備交付金 １２（１０）

・条件不利森林公的整備緊急特別対策事業 ４０（０）【新規】

→森林の立地、森林所有者の特性等において条件が不利な森林を対象に
行う間伐等について、定額助成方式により支援

・森林境界明確化促進事業 １０（０）【新規】

→森林境界を明確化する取組を定額助成方式で支援することによって、
間伐実施の前提条件の整備を推進

・森林環境保全整備事業等の拡充 ６６０（５５４）の内数

→路網整備の進んでいない地域において、先行・一括による

路網整備を推進

・育成林整備事業等の拡充 ３６４（２８７）の内数

→間伐遅れにより過密化した森林の適切な整備、小面積森林の

間伐を特定間伐等促進計画に基づき推進

→奥地山村集落において、きめ細やかな治山対策と

地域住民等の参画による効果的な森林の整備を推進。

・本年５月に施行した「間伐等促進法」に基づく地方負担の軽
減・平準化に資する措置の活用

追加的な間伐等への地方債の適用及び償還金に係る普通交付税措置。

・間伐材生産コストの低減等を推進し、実質的な個人負担の
軽減に資する施策を推進

・高齢級森林整備促進特別対策事業 １９（１０）
→１０齢級以上の間伐について、民間資金の活用、
事後精算方式による助成を引き続き実施

・提案型集約化施業経営支援事業 ５（０）【新規】

・施業集約化・供給情報集積事業 ６（６）

→提案型集約化施業を的確に実施できる体制を有する林業経営体・事業
体に対して、提案型集約化施業の実施に必要なノウハウの蓄積、リスク軽
減を支援。また、不在村所有者への働きかけを強化。

国から市町村に交付金を直接交付し、現場の創意工夫が活かせる柔
軟な助成を引き続き実施。

・がんばれ！地域林業サポート事業
１（１）

・緑の雇用担い手対策事業 ６７（６７）

→高性能林業機械を使った効率的な作業に必要な研修を支援。

※このうち京都議定書目標達成計画予算Ａ区分（６％削減約束に
直接の効果がある予算）として計上されるもの １，９３５（１，６１２）

・森林・林業・木材産業づくり交付金
１２７（９７）の内数

→高性能林業機械の購入やリースによる導入を支援

（単位：億円）

必要な予算の確保 地方の軽減・平準化に向けた取組

個人負担の軽減に向けた取組

条件不利森林等解消緊急対策

・森林の整備・保全の着実な実施のための予算を要求（林野一般公共）

・農林水産省を挙げた森林吸収源対策を引き続き実施



（２）新たな森林経営政策の確立に向けた対策

【森林経営政策 １５，５７５(１４，９６３）百万円の内数】

【 ， ， 】森林・林業・木材産業づくり交付金 １２ ６５３(９ ６９２)百万円の内数

対策のポイント
今後、人工林資源が主伐期を迎えるに当たって、主伐・更新による資源の

循環利用を通じて林業経営の安定を図ることが重要です。そのために必要な

調査・実証等に取り組みます。また、森林施業を集約化し、森林所有者の負

担軽減を実現できる林業経営体・事業体の育成を進め、国産材の安定供給体

制を確立します。

（我が国の林業経営を巡る状況等）

・今後１０年間で します。人工林の約６割が利用可能な高齢級の森林に移行

・今後、主伐期を迎えるに当たって、林業への再投資により森林資源の循環利用を担える林業

経営体・事業体を育成することが必要です。

・また、間伐が必要な森林が大宗を占める現状の下で、施業・経営の集約化により、利用間

伐により森林所有者の負担軽減を実現できる林業経営体・事業体を育成することが必要で

す。

政 策 目 標

○ 主伐・更新による人工林資源の循環利用を通じて安定的に林

業経営を担える林業経営体・事業体を育成

○ 提案型集約化施業の推進により、森林所有者の負担軽減を実

現できる林業経営体・事業体が平成２３年度までに私有林の８

割程度をカバーできる体制を構築

＜内容＞

１．林業経営の安定に向けた取組

（１）森林資源の循環利用によるビジネスモデルの構築

森林資源を循環利用するビジネスモ主伐収入と低コスト造林・保育等により、

を行い、主伐期を迎えるに当たっての林業経営デルを構築するための調査・実証

のあり方を検討します。

低コスト林業経営等実証事業 ３２０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（２）経営規模の拡大等による経営基盤の強化の促進

施業・経営の集約化、森林の取得による経営規模の林業経営体・事業体による

などの取組に対して総合的に支援します。拡大

【施業集約化・供給情報集積事業 ６１３（５９２）百万円】



【森林整備地域活動支援交付金 ７，０４７（７，２４７）百万円の内数】

【金融措置：株式会社日本政策金融公庫資金】

２．利用間伐により森林所有者の負担軽減を実現できる林業経営体・事業体の育成

（１）森林所有者の負担軽減を実現できる林業経営体・事業体の育成

提実行体制について第三者機関の評価を受けた林業経営体・事業体に対して、

案型集約化施業の実施に必要なノウハウの蓄積 リ、不測の事態が発生した場合の

を支援します｡また、 等を支援し、提案型集約化スクの軽減 高性能林業機械の導入

施業を的確に実施できる能力を有する林業経営体・事業体を育成します。

【提案型集約化施業経営支援事業 ５００（０）百万円】

【森林・林業・木材産業づくり交付金 １２，６５３（９，６９２）百万円の内数】

（２）提案型集約化施業の面的拡大

提案型集約市町村、林業事業体等からなる集約化促進協議会（仮称）を設置し、

化施業の面的拡大 提案型集約化施業に取り組む林業経営体・事を図ります。また、

を支援します。業体に対する指導体制の強化や評価支援体制の確立

【施業集約化・供給情報集積事業 ６１３（５９２）百万円】

【森林整備地域活動支援交付金 ７，０４７（７，２４７）百万円の内数】

（３）低コスト・高効率な作業システムの整備・定着

森林施業を効率的かつ効果的に実施するため、路網と高性能林業機械を組み合

わせた低コスト・高効率な作業システムの整備、定着等を推進します。また、効

率的な森林整備を支援する機械の開発・改良等を推進します。

【低コスト作業システム構築事業 ２０２（２０２）百万円】

【森林整備効率化支援機械開発事業 １２３（１２３）百万円】

【がんばれ！地域林業サポート事業 １００（１００）百万円】

３ 「緑の雇用」等による担い手の育成．

林業に必要な基本的な技術から、より効率的な作業に必要な低コスト作業システムな

することにより、担い手の育成・定着どの技術に至るまで、新規就業者への研修を支援

を進め、国産材の安定供給を推進します。

緑の雇用担い手対策事業 ６，６７０（６，７００）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［担当課：林野庁経営課 （０３－３５０１－３８１０（直 ］））



（３）需給変化に対応した木材産業構造の確立と国産材利用拡大

【木材産業総合対策 １，６１８(０）百万円ほか】
【 ， （ ， ） 】森林・林業・木材産業づくり交付金 １２ ６５３ ９ ６９２ 百万円の内数

対策のポイント
国産材への原料転換や生産品目の転換による木材産業構造の再構築や、原

木の品質（一般製材用、合板・集成材用、チップ・ペレット用等）ごとに需

要者ニーズに対応した製品の供給体制の整備を図ります。

、 、 。国産材利用の意義の啓発 普及を推進し 国産材利用の拡大に取り組みます

（我が国の木材を巡る情勢）

。・平成19年の で しました木材自給率は 22.6％ 対前年比2.3ポイント増加 ３年連続向上、 （ ）

輸入材を含めた しており、木造住宅の主要な工法・ 原木消費量の５割を中小製材工場が消費

である が占めています。在来工法住宅生産の担い手の６割を大工・工務店

ロシア政府は、丸太輸出税を6.5％（平成19年６月末）から80％（平成21年１月）に段階・

であり、北洋材丸太輸入の大幅減が懸念されています。的に引き上げる予定

・ に増加木質ペレットの生産量は約4,000トン（平成15年）から約34,000トン（平成19年）

しています。

・ られました。北海道洞爺湖サミットにおいて、違法伐採問題が大きく取り上げ

政策目標
○ 木材供給・利用量を平成27年度までに35％拡大

1,700万ｍ（平成16年） → 2,300万ｍ（平成27年）3 3

○ 外材からの原料転換等により国産材処理能力を平成25年ま
でに300万ｍ向上（平成19年：1,860万ｍ）3 3

○ 住宅（在来工法）における地域材使用割合の拡大
約３割（平成17年） → 約６割（平成27年）

＜内容＞

１．木材産業総合対策

（１）国産材への原料転換や中小工場と中核工場の連携による加工流通体制の構築
外材を巡る状況から製材工場等が や中小製材工場が国産材に原料転換する取組

生産品目の転換により中核工場と連携する取組等に対し 施設整備や技術指導、、

を行います。借入資金の利子助成等の支援

また、木材製造業者が原材料調達の一部を外材から国産材へシフトするために

国産材素材の引取を行う場合、 します。一層低利な運転資金を融通

【地域材の水平連携加工システム推進事業 ９７（０）百万円】

【木材産業原料転換緊急対策特別事業 １，０２５（０）百万円】

【森林・林業・木材産業づくり交付金 １２，６５３（９，６９２）百万円の内数】

【金融措置：木材産業等高度化推進資金】

（２）住宅分野における地域材シェアの拡大
「顔の見える家づくり」グ住宅分野における地域材のシェアを拡大するため、

や地域材を生かした 、ループのネットワーク化 「地域型住宅づくり」への支援



２００年住宅等に対応した 等を図ります。新たな地域材製品の開発・普及

住宅分野への地域材供給シェア拡大総合対策事業 ２９５（０）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

（３）木質バイオマスの利用拡大と安定供給体制の確立

① 木質バイオマスの利用拡大に向けた総合的な取組の推進

チップの検量方法 関係者の製紙用間伐材チップの安定供給を促進するため、 や

を行います。連携による安定供給体制の確立、木材チップ製造施設等の整備

地域における木質ペレットの安定的な販また、木質ペレット利用拡大に向け、

や します。路の開拓 生産・集荷・流通体制の整備を図る等の取組に対して支援

【 （ ） 】製紙用間伐材チップの安定供給支援事業 ４０ ０ 百万円

【森林・林業・木材産業づくり交付金 １２，６５３（９，６９２）百万円の内数】

【ＣＯ 排出削減のための木質バイオマス利用拡大対策事業 １４４（０）百万円】2

② 低利な運転資金の融通

チップ、ペレットの安定供給を確保するため、チップ等を製造するための間伐

材等の素材生産又は引取を行う内容の協定が結ばれた場合、当該素材生産業者、

チップ工場等に対し、低利な運転資金を融通します。

【金融措置：木材産業等高度化推進資金】

（４）木材利用による環境貢献度の定量的評価手法の構築
低炭素社会に向けて、木材利用による省ＣＯ 効果の「見える化」をはじめとし２

た環境貢献度を評価するシステムの開発を行います。

日本の森を育てる木づかい推進緊急対策事業のうち

木材利用による環境貢献度の定量的評価手法の構築 １８（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（５）公共施設における木材利用の推進
利用者が多く、展示効果やシンボル性も高い、木材利用の拡大に向けた地域へ

の波及効果が期待できる公共施設等における木材のモデル的利用を推進します。

森林・林業・木材産業づくり交付金 １２，６５３（９，６９２）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体等

２．先進技術を活用したバイオマス燃料等の製造システムの構築
先進的な技術による木質から林地残材や間伐材等の未利用森林資源活用のため、

を行います。のエネルギーやマテリアルの製造システムの構築

森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業 ９００（１，２００）百万円

事業実施主体：民間団体

３．違法伐採対策
違法に伐採された木材・木材製品をマーケットから排除し、マーケットで合法性

等の証明された木材等が一層評価され、使用されるよう対策を講じます。

合法性等の証明された木材の普及促進事業 １３０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［担当課：林野庁木材産業課 （０３－３５０１－３８４１（直 ］））



（４）社会全体での森林資源の保全・活用による山村再生システムの

構築

【 】社会的協働による山村再生対策 ２，５００(０）百万円

対策のポイント
山村が有する環境、教育、健康面の機能に着眼して、政策的支援と企業から

の支援を集約するセンター機能を創設し、森林資源の保全・活用により、山

村の再生を図る取組を推進します。

（具体的な取組）

山村地域で生産された木質バイオマス資源を利用した二酸化炭① 化石燃料の代替として

素排出量削減の取組、② 木質バイオマス資源の山村地域からの安定供給を確保する取組、

③ 新しい環境ビジネスを山村地域に定森林資源を新素材やバイオエタノール等に転換する

します。着させる取組、④ 健康関連産業や教育関連産業を山村に定着させる取組を推進

政策目標

森林資源の活用による二酸化炭素排出量の削減

森林の整備と林業の再生に寄与

＜内容＞

１．社会的協働による山村再生対策の構築

山村固有の資源の新たな活用を図るため、センター機能を核として社会的システ

ムを構築し、都市の資本を含む社会全体の協働により、山村の再生と森林資源の活

用による低炭素社会の実現をめざす取組を推進します。

社会的協働による山村再生対策構築事業 ５００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

２．木質バイオマス資源を供給・活用するためのインフラ整備

木質バイオマス資源を供給・活用するために欠かせない路網を整備し、間伐等の

森林整備を推進します。

森林環境保全整備事業等（公共） ２，０００（０）百万円

補助率：３／１０等

事業実施主体：地方公共団体、森林組合等

３．低利な運転資金の融通

チップ、ペレットの安定供給を確保するため、チップ等を製造するための間伐材

等の素材生産又は引取りを行う内容の協定が結ばれた場合、当該素材生産業者、チ

ップ工場等に対し低利な運転資金を融通します。

【金融措置：木材産業等高度化推進資金】

［ （ （ ））］担当課：林野庁計画課 ０３－３５０２－００４８ 直



（５）地域の安全・安心の確保に向けた治山対策の推進

【治山事業 １２４，６２５(１０５，２５０）百万円】

対策のポイント
近年の局地的な豪雨の頻発や地震等による大規模な山地災害の発生を踏ま

え、住民参加型の先駆的かつ総合的な減災対策等の「犠牲者ゼロ」に向けた

効果的・効率的な治山対策を推進し、地域の安全・安心の確保を図ります。

（我が国の山地災害の発生状況等）

・ 非常に激しい雨（1時間降水量50mm以上 」のアメダス100地点当たり年間発生回数「 ）

（昭和51年～昭和60年平均） → （平成8年～平成17年平均）16.6回 21.8回

（気象庁資料より）

・山地災害危険地区数 （平成17年度末）約23万6千箇所

・山地災害発生箇所数 （平成15～19年における平均値）約3,600箇所/年

・ が非常に高く、 させる。強い降雨現象は頻度が増す可能性 洪水リスクを増加

（ 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）作業部会報告書（平成19年4月6日公表 ）「 ）」

政策目標

山地災害による被害の軽減（ 犠牲者ゼロ ）「 」

＜内容＞

１．地域住民等との協働による先駆的かつ総合的な減災対策の推進

（１）山地災害総合減災対策治山事業

緊要度に応じたハード対策や警戒避難体制の整備等のソフト対策を内容とする

「山地災害減災計画」を国・都道府県が市町村や地域住民と協働で策定し、地域

住民の災害に対する意識を高めつつ、住民参加型の先駆的かつ総合的な減災対策

します。を推進

山地災害総合減災対策治山事業（公共） ７，０００（０）百万円

補助率：１／２等

事業実施主体：国、都道府県

（２）効果的な減災対策の推進に関する調査

精度の高い被害想定区域の設定手法の検討や地理情報データベースを用いた効

効果的な減災対策の推進に果的な山地災害危険地区対策の計画手法の検討など、

します。資する調査を実施

治山事業調査費（公共） １８０（１８０）百万円の内数

事業実施主体：国



２．山村地域の特性に応じたきめ細やかな治山対策の推進

奥地山村集落周辺の荒廃した保安林において、背後に山がせまる傾斜地に人家が点

きめ細やかな治山対策と地域住民等の参画在するなどの山村地域の立地条件に応じた

による効果的な森林の整備を講じ、山地災害による被害の防止・軽減と水源林の整備

します。等を促進

水源の里保全緊急整備事業（公共） ８００（０）百万円

補助率：１／２等

事業実施主体：国、都道府県

３．災害に強い森林づくりによる流木対策の推進

（１）漂着流木等除去対策

保安林において、森飛砂や高潮等による被害を防止・軽減する海岸防災林等の

し、沿岸地域における安全・安心の林造成の妨げとなる流木等の除去対策を実施

確保を図ります。

海岸防災林造成事業等（公共） ６，８２１（５，８０２）百万円の内数

補助率：１／２等

事業実施主体：国、都道府県

（２）災害に強い森林づくりを通じた流木の発生源対策

治山事業、砂防事業の連携による流木災害の発生が懸念される流域において、

一体的かつ集中的な流木防止対策を計画的に実施する「総合的な流木災害防止対

します。策事業」等を推進

復旧治山事業等（公共） ７７，２８９（６２，６８５）百万円の内数

補助率：１／２等

事業実施主体：国、都道府県

４．岩手・宮城内陸地震による大規模山地災害への対応

規模が著しく大きく平成２０年岩手・宮城内陸地震災害による山地災害のうち、

高度な技術を要する箇所について、民有林直轄治山事業に着手するとともに、治山

します。激甚災害対策特別緊急事業等を実施し、安全と安心を確保

５．森林管理局による迅速・円滑な支援の実施

大規模災害発生時における被害箇所の調査や、災害復旧対策についての助言を行

森林管理局による都道府県に対する支援を引き続き迅速・円う専門家の派遣など、

します。滑に実施

［担当課：林野庁治山課 （０３－６７４４－２３０７（直 ］））
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